
国
民
健
康
保
険
税
・

国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
仮
徴
収

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
仮
徴
収

（
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
天
引
き
）

（
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
天
引
き
）
が
始
ま
り
ま
す

が
始
ま
り
ま
す

後
期
高
齢
者

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

医
療
制
度
のの

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

・�

年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
で
、
介

護
保
険
料
と
の
合
計
額
が

年
金
支
給
額
の
２
分
の
１

を
超
え
な
い
方

・�

国
民
健
康
保
険
の
場
合
は
、

世
帯
の
加
入
者
全
員
が
65

歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯

主
・�

令
和
5
年
２
月
現
在
、
特

別
徴
収
と
な
っ
て
い
る
方�

�

→�

令
和
5
年
２
月
の
天
引

き
額
と
同
額

・�

新
た
に
特
別
徴
収
の
対
象

と
な
っ
た
方�

�

→�

前
年
度
保
険
税
（
料
）
年

額
の
６
分
の
１
の
額
（
仮

徴
収
開
始
通
知
書
を
郵

送
し
ま
す
）

　

令
和
5
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
が
確
定
し
た
の
ち
、

仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た
残

り
の
保
険
税
（
料
）
を
10
月
・

12
月
・
２
月
に
支
給
さ
れ
る

年
金
か
ら
徴
収
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
特
別
徴
収
に
よ
る
納
付
は
、

口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
取
扱
金
融
機

関
の
窓
口
で
口
座
振
替
の
手

続
き
を
し
て
か
ら
、
受
け
取
っ

た
口
座
振
替
依
頼
書
の
「
本

人
控
え
」
と
「
被
保
険
者
証
」

を
持
参
の
う
え
、
保
険
年
金

課
ま
た
は
さ
し
ま
窓
口
セ
ン

タ
ー
へ
申
し
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　
引
き
続
き
年
金
か
ら
の
天

引
き
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

手
続
き
は
不
要
で
す
。

問
保
険
年
金
課

　

０
２
９
７（
21
）２
１
８
７

対
象
と
な
る
方

仮
徴
収
の
金
額

　

学
生
の
方
は
、
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納

付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
対

象
と
な
る
方
は
、
学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
）、
短

期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門

学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学

校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る

課
程
）
に
在
学
す
る
学
生
な
ど
で
、

ご
本
人
の
前
年
所
得
が
、
次
の
計

算
式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
で
あ

る
こ
と
が
条
件
で
す
。

　

学
生
納
付
特
例
の
承

認
期
間
は
４
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
と
な
り
ま
す

が
、
承
認
を
受
け
た
次

の
年
度
も
在
学
予
定
で
あ

る
場
合
は
、
４
月
始
め
に

再
申
請
の
用
紙
が
届
き
ま

す
。
引
き
続
き
、
学
生
納

付
特
例
制
度
の
申
請
を
ご

希
望
の
場
合
は
、
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
ご
返

送
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課

　

０
２
９
７（
21
）２
１
８
７

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度

学
生
納
付
特
例
制
度
の
ご
案
内

の
ご
案
内

【所得のめやす】
128万円�＋（扶養親族等の数�×�38 万円）

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
の
方
を
対
象
に
「
健
康
診

査
受
診
券
」
を
３
月
下
旬
に

送
付
し
ま
す
。
集
団
健
診
時

「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
」
と
一
緒
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
手

元
に
届
き
ま
し
た
受
診
券
に

記
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
5
年
度
75
歳

を
迎
え
ら
れ
る
方
に
は
、
誕

生
日
の
前
月
に
「
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
」
と
一

緒
に
お
渡
し
し
ま
す
。

問
保
険
年
金
課

　

０
２
９
７（
21
）２
１
８
７

健
康
診
査
受
診
券
を

送
り
ま
す

▼ 

「
こ
の
ま
ま
だ
と
預
金
が
下
ろ
せ
な
く
な
る
。銀
行
協
会
の
職
員
を
伺
わ
せ
ま
す
」は
詐
欺
で
す
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